
５・３定 議案第 ２３ 号

旭川市教育委員会委員の任命について

旭川市教育委員会委員に次の者を任命したいので，地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。

令和５年９月１９日提出

旭川市長 今 津 寛 介

山 崎 與 吉 旭川市●●●●●●

（説 明）

旭川市教育委員会委員山崎與吉氏は，令和５年１０月１８日をもって任期満了となるため，

その後任の委員を任命したいので，議会の同意を得ようとするものである。



５・３定 議案第 ２４ 号

旭川市公平委員会委員の選任について

旭川市公平委員会委員に次の者を選任したいので，地方公務員法第９条の２第２項の規定に

より議会の同意を求める。

令和５年９月１９日提出

旭川市長 今 津 寛 介

鎌 田 嘉 範 旭川市●●●●●●●●●

（説 明）

旭川市公平委員会委員鎌田嘉範氏は，令和５年１０月１８日をもって任期満了となるため，

その後任の委員を選任したいので，議会の同意を得ようとするものである。



５・３定 議案第 ２５ 号

旭川市固定資産評価審査委員会委員の選任について

旭川市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので，地方税法第４２３条第３項

の規定により議会の同意を求める。

令和５年９月１９日提出

旭川市長 今 津 寛 介

浅 井 傑 旭川市●●●●●●●

（説 明）

旭川市固定資産評価審査委員会委員辻 利郎氏は，令和５年１０月２０日をもって任期満了

となるため，その後任の委員を選任したいので，議会の同意を得ようとするものである。



５・３定 議案第 ２６ 号

人権擁護委員の推薦について

人権擁護委員候補者に次の者を推薦したいので，人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求める。

令和５年９月１９日提出

旭川市長 今 津 寛 介

大 平 祐 大 旭川市●●●●●●●

奥 山 ゆみ子 旭川市●●●●●●●

実 旭川市●●●●●●●

（説 明）

人権擁護委員大平祐大氏，奥山ゆみ子氏及び浜田富枝氏は，令和６年３月３１日をもって任

期満了となるため，その後任の候補者を法務大臣に推薦したいので，議会の意見を求めようと

するものである。


